
JP 6219925 B2 2017.10.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内端（５、１０５、２０５、３０５）および外端と、
　第１の高さ（Ｈ）を有する第１の部位（５０、１５０、２５０、３５０）と、
　前記第１の高さ（Ｈ）に満たない第２の高さ（ｈ）を有する第２の部位（５２、１５２
、２５２、３５２）であって、前記内端（５、１０５、２０５、３０５）近傍に位置する
第２の部位と、
　前記内端など、前記第２の部位にあり、香箱真に固定するように適合された第１の掛止
要素（５１、１５１、２５１、３５１）とを備え、
　前記第１の掛止要素は、前記香箱真の軸の外周上に当該香箱真の中心軸の周りに１８０
°超にわたって形成された溝（１３、１１３、２１３、３１３）に前記第２の部位を巻き
付けて差し込める形状に形成されている、ゼンマイ（２、１０２、２０２、３０２）、と
りわけ時計用ゼンマイ。
【請求項２】
　前記第１の掛止要素（５１、１５１、２５１、３５１）が、ｍａｘ（ｈ’，ｈ）＜Ｈ、
とりわけＨ＞ｈ’＞ｈとなるような最大高さ（ｈ’）を有することを特徴とする、請求項
１に記載のゼンマイ。
【請求項３】
　前記第１の掛止要素（５１、１５１、２５１、３５１）が前記香箱真に設けられた第２
の掛止要素（１３ａ、１１３ａ、２１３ａ、３１３ａ）と協働するようにされることを特
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徴とする、請求項１または２に記載のゼンマイ。
【請求項４】
　前記第１の掛止要素が台形またはほぼ台形の形状部（５１ａ、５１ｂ）を備えることを
特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載のゼンマイ。
【請求項５】
　高性能合金、とりわけアモルファス合金または窒素含有量の多い合金またはコバルト主
体の超合金で製作されることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載のゼン
マイ。
【請求項６】
　前記香箱真の軸の外周上に当該香箱真の中心軸の周りに１８０°超にわたって形成され
、ゼンマイ（２、１０２、２０２、３０２）、とりわけ請求項１から５のいずれか一項に
記載のゼンマイを受けるように形成された溝（１３、１１３、２１３、３１３）を備える
ことを特徴とする時計ムーブメントの香箱（４）真（１、１０１、２０１、３０１、４０
１）。
【請求項７】
　前記溝が段付き溝（４１３）であることを特徴とする、請求項６に記載の香箱真。
【請求項８】
　前記溝が前記ゼンマイの前記第２の高さに匹敵する高さを有することを特徴とする、請
求項６または７に記載の香箱真。
【請求項９】
　前記溝が前記香箱真の全周にわたって延びることを特徴とする、請求項６から８のいず
れか一項に記載の香箱真。
【請求項１０】
　前記溝が、前記ゼンマイの作用部分の高さに満たない高さの部位を少なくとも１つ備え
ることを特徴とする、請求項６から９のいずれか一項に記載の香箱真。
【請求項１１】
　前記溝が少なくとも局所的に前記ゼンマイの厚さ以上の深さ（ｐ）を、さらには前記溝
の範囲全体にわたって前記ゼンマイの厚さ以上の深さを有することを特徴とする、請求項
６から１０のいずれか一項に記載の香箱真。
【請求項１２】
　前記溝が前記ゼンマイの厚さに等しい、またはほぼ等しい深さ（ｐ）を有することを特
徴とする、請求項６から１１のいずれか一項に記載の香箱真。
【請求項１３】
　前記溝の中に、とりわけ前記溝の底に前記ゼンマイを掛止するための第２の掛止要素（
１３ａ、１１３ａ、２１３ａ、３１３ａ）を備え、前記第２の掛止要素が前記ゼンマイに
設けられた第１の掛止要素（５１、１５１、２５１、３５１）と協働するようにされてい
ることを特徴とする、請求項６から１２のいずれか一項に記載の香箱真。
【請求項１４】
　前記第２の掛止要素が、フック（１３１ａ）などの突起、または前記溝の特殊な形状部
（１３ｂ、１３ｃ、２１３ａ、３１３ａ）、または前記溝の中の空所（２１３ａ、３１３
ａ）を備えることを特徴とする、請求項１３に記載の香箱真。
【請求項１５】
　前記溝の特殊な前記形状部が外周沿いの向きの前記溝の台形部位を備えることを特徴と
する、請求項１４に記載の香箱真。
【請求項１６】
　請求項６から１５のいずれか一項に記載の香箱真（１、１０１、２０１、３０１）およ
び／または請求項１から５のいずれか一項に記載のゼンマイ（２、１０２、２０２、３０
２）を備える香箱（４）。
【請求項１７】
　請求項６から１５のいずれか一項に記載の香箱真および／または請求項１から５のいず
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れか一項に記載のゼンマイおよび／または請求項１６に記載の香箱を備える時計ムーブメ
ント。
【請求項１８】
　請求項６から１５のいずれか一項に記載の香箱真および／または請求項１から５のいず
れか一項に記載のゼンマイおよび／または請求項１６に記載の香箱および／または請求項
１７に記載の時計ムーブメントを備える携帯時計、とりわけ腕時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時計ムーブメントの香箱真、すなわち時計ムーブメントの香箱の軸に関する
。本発明はまた、時計ムーブメントのゼンマイ、すなわち時計ムーブメントの香箱のばね
に関する。本発明はさらに、その香箱真および／またはそのゼンマイを備える香箱に関す
る。本発明は最後に、その香箱真および／またはそのゼンマイを備える時計ムーブメント
または時計、とりわけ腕時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｌｅ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎｎｅｌ　ｉｌｌｕｓｔｒｅ　
ｄｅ　ｌ’ｈｏｒｌｏｇｅｒｉｅ（図解プロフェッショナル時計辞典）は、ゼンマイを取
り付けることができる従来型の香箱真の構造を説明している。香箱真は香箱の胴および蓋
に対して支持機能を果たす。すなわち、その支え面は香箱胴および香箱蓋を軸方向に支え
ることができ、香箱真、香箱胴および香箱蓋の間の接触部は香箱真の周りの香箱胴の回動
を可能にする。香箱真はさらに、「ゼンマイ真」と呼ばれる中間円筒部であって、ゼンマ
イの内端近くに設けられた矩形の開口部（「ハトメ」という）によってゼンマイを取り付
けることができるフックを具備する中間円筒部を備える。
【０００３】
　時計の香箱は、ゼンマイがほどけることによって輪列の駆動とテンプの振動の維持とに
必要なエネルギーを供給する一方で、その同じゼンマイをいつでも巻き上げることができ
るようにするという、一見矛盾する２つの役割を果たさなければならない。香箱の正しい
動作を果たすためには、香箱蓋および香箱胴は香箱真に対して回動することができなけれ
ばならない。
【０００４】
　実際、香箱真は角穴車とつながれており、（手巻き機構および／または自動巻き機構に
よって駆動される）角穴車の回転は、香箱真と一体化したゼンマイを巻き上げることがで
きる。ゼンマイは、ほどけることによって香箱胴および香箱蓋を駆動し、それによって脱
進機および発振器に至る輪列を駆動する。そのため、香箱胴および香箱蓋は香箱真に対し
て回動できなければならず、香箱真自体も穴石内で回動できなければならない。この要件
の実施は決して簡単なものではなく、一般には、漸増的な直径の連続する円筒面からなる
段付き構造の香箱真によって実現されており、それらの円筒面によって、香箱真の回動の
ための石とともに香箱胴および香箱蓋との回動面を形成する支え面が、さらに最後にはゼ
ンマイを香箱真と一体化させるための直径が画定される。
【０００５】
　特許文献１により同種の構造が知られている。このような従来型の構成では、構造上の
理由により、ゼンマイ真の直径を小さくすることはできない。これは、香箱真が香箱胴お
よび香箱蓋の回動および軸方向の保持を果たさなければならないためである。さらに、角
穴車は香箱真に対して、一般に、香箱真に設けられた対応するねじピッチのねじによって
方形嵌合部で取り付けられる。この従来型の構造では、香箱真の下端および上端からゼン
マイ真の直径に至るまで、香箱真を段付きにすること、したがって香箱真上の直径の数を
増やすことが必須となる。
【０００６】
　特許文献２により、香箱真の役割を果たす管の壁に作られたゼンマイ固定構造に設けら
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れた開口部にゼンマイの内端を差し込むことによるゼンマイの固定が知られている。ゼン
マイの内端が変形させられ、それによって固定構造と協働する。香箱真は、香箱車および
固定構造に設けられた方形穴と協働するように設けられた方形形状部を有している。この
解決法は、ゼンマイにその端部で大きな機械的変形を生じるものであり、それでは最適と
は言えない。
【０００７】
　特許文献１からは、厚さを増すことなく巻くことができるように、ゼンマイ端部の特定
形状の開口部でゼンマイを摩擦によって香箱真に固定することが知られている。その場合
、掛止部の直径は、１周分の余分な厚みを除けば、香箱真の直径とほぼ同等である。機械
的結合を伴わないこの種の掛止部はそもそも信頼性に乏しい。
【０００８】
　特許文献３からは、折り曲げたゼンマイの内端を香箱真に用意された長手方向溝に差し
込んで行うゼンマイの取付けが知られている。この解決法もまた、ゼンマイにその端部で
大きな機械的変形を生じるものであり、それでは最適とは言えない。
【０００９】
　そのため、周知の解決法はいずれも、香箱の標準的構成に対して、とりわけ香箱真に対
する香箱胴および香箱蓋の回動に対して変更を加える必要なしにゼンマイ真の直径を最小
化できる可能性を与えながら、信頼性のある形で、工業的に、取外し自在に、ゼンマイを
ひどく塑性変形させることなく、ゼンマイを香箱真と一体化させることができるものでは
ない。
【００１０】
　時計分野とは非常に異なる技術分野であるが、カメラの分野で特許文献４にカメラ用鏡
筒に関する記載がある。この文献で教示されているところは、時計のゼンマイにおいて指
摘される問題に当てはまるものではない。それは、この文献に記されている鏡筒は、ばね
のために用意されるスペースを最大化することができず、そこで用いられている構造は鏡
筒をその蓋および胴とあわせて製作するために利用できるものではないためである。これ
は次のような理由による。
－　特許文献４は、軸に対して回動できなければならない胴および蓋の設置について何も
示していない。そのため、特許文献４に記されている解決法からは、従来型の構造を製作
することはできない。
－　さらに、この種の構造では、時計の香箱では基本要件である鏡筒の巻上げをユーザが
カメラの操作中に行うことができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】スイス特許第２９５１３５号
【特許文献２】英国特許第１１４８０４２号
【特許文献３】スイス特許第５６６０４４号
【特許文献４】ドイツ特許第８５９６９８号
【特許文献５】国際公開第２０１２０１０９４１号
【特許文献６】スイス特許第７０３７９６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、上述の欠点を是正し、従来技術における周知の香箱真またはゼンマイ
を改善することができる香箱真またはゼンマイを提供することにある。とりわけ、本発明
は、香箱の標準的構成に変更を加えることなしにゼンマイ真の直径を最小化できる可能性
を与えながら、信頼性があり、工業的で、取外し自在で、ゼンマイをひどく塑性変形させ
ることのない固定を行うことが可能な香箱真を提案する。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　本発明によるゼンマイは請求項１によって定義される。
【００１４】
　ゼンマイの実施形態は請求項２から５によって定義される。
【００１５】
　本発明による香箱真は請求項６によって定義される。
【００１６】
　香箱真の実施形態は請求項７から１５によって定義される。
【００１７】
　本発明による香箱は請求項１６によって定義される。
【００１８】
　本発明によるムーブメントは請求項１７によって定義される。
【００１９】
　本発明による携帯時計は請求項１８によって定義される。
【００２０】
　添付の図面は本発明の香箱の複数の実施形態を例として示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明による香箱真の第１の実施形態の図である。
【図２】本発明によるゼンマイの第１の実施形態の部分図である。
【図３】第１の実施形態による香箱真および第１の実施形態によるゼンマイを備える香箱
の斜視図である。
【図４】本発明による香箱真の第２の実施形態の図である。
【図５】本発明によるゼンマイの第２の実施形態の部分図である。
【図６】本発明による香箱真の第３の実施形態の図である。
【図７】本発明によるゼンマイの第３の実施形態の部分図である。
【図８】本発明による香箱真の第４の実施形態の図である。
【図９】本発明によるゼンマイの第４の実施形態の部分図である。
【図１０】本発明による香箱真の第５の実施形態の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明による香箱４の第１の実施形態について、図１から図３を参照しながら以下に説
明する。香箱は主に香箱真１、ゼンマイ２、香箱胴３ａおよび香箱蓋３ｂ（図３には示さ
ず）からなる。
【００２３】
　香箱胴は、時計メカニズム、とりわけ腕時計メカニズムの輪列を駆動することができる
歯を有する。香箱は、時計メカニズムの動作に必要な機械エネルギーを蓄えることができ
る。このエネルギーは、ゼンマイの変形により、弾性位置エネルギーの形で蓄えられる。
実際、ゼンマイは、香箱胴内の香箱真の周りに巻き付けられた平ばねであり、ゼンマイは
その内端５のレベルで香箱真と機械的に連結されており、その外端のレベルで香箱胴に機
械的に結合されている。完全に巻き上げられた状態では、ゼンマイは香箱真に巻き付けら
れ、香箱胴を香箱真に対して回転駆動可能となる。図３ではゼンマイは巻き上げられてい
ない状態で示されており、ゼンマイは香箱胴の直径の内側にゼンマイだけでとぐろを巻い
た状態にある。この構成では、ゼンマイは香箱胴を回転駆動できない。ゼンマイを巻き上
げるには、香箱真をその中心軸の周りに回転駆動すればよい。
【００２４】
　ゼンマイ２の第１の実施形態を図２に部分的に示す。このゼンマイは、第１の高さＨの
第１の部位５０（または作用部分）と、第１の高さに満たない第２の高さｈを有する第２
の部位５２とを備える。ゼンマイはさらに、第２の部位に、たとえばその内端に、ゼンマ
イ２を香箱真１に固定するように適合された第１の掛止要素５１を備える。第１の掛止要
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素は最大高さｈ’を有する。第２の部位は、香箱真に設けられて周方向に延びる溝に差し
込まれるようにされる。「周方向に延びる」とは、溝が少なくとも香箱真の外周の一部に
延びることを言う。溝は深さｐを有する。
【００２５】
　第１の掛止要素５１は有利には、香箱真に設けられた第２の掛止要素１３ａと協働する
ように設計される。
【００２６】
　第１の掛止要素は、縁５１ａ、５１ｂによって画定される台形またはほぼ台形の形状部
５１ａ、５１ｂを含むことができる。たとえば、台形の２つの底辺は、ゼンマイの高さ沿
いまたはほぼ高さ沿いの方向を向く。また、好ましくは、台形は対称形またはほぼ対称形
である。
【００２７】
　第２の部位は、ゼンマイに対して、その内端において、機械的切断、研磨、打抜き、レ
ーザ加工、水ジェット切断などによる機械加工ステップを実施することによって得ること
ができる。ゼンマイは有利には、このステップの実施前は一定の高さＨの弾性帯をなす。
【００２８】
　香箱真の第１の実施形態について、以下に図１を参照しながら説明する。香箱真は香箱
真の外周にわたって延びる溝１３を備えており、その溝はゼンマイ２を受けるようになっ
ている。
【００２９】
　香箱真は中実軸である。香箱真は、溝のそれぞれの側に、好ましくは肩部１２および１
４と支え面１１および１５とを備える。円筒形部位１１および円筒形部位１５は、香箱真
に対する香箱胴および香箱蓋の回転を可能にする。肩部１２は香箱胴の軸方向の動きを防
止することができる。肩部１４は香箱蓋の軸方向の動きを防止することができる。２つの
肩部は、香箱真に対する香箱の筒体（蓋と胴を組み立てたもの）の動きを保証することが
できる。
【００３０】
　溝は有利にはゼンマイの第２の高さｈに匹敵する高さを有する。そのため、溝は、高さ
がゼンマイの作用部分の高さに満たない少なくとも１つの部位を備えており、ゼンマイの
第２の部位５２は溝の中で香箱真に巻き付けることができる。好ましくは、香箱真の断面
は、溝レベルでは、香箱真の中心軸に心合わせされた回転体の形状を有する。ただし、香
箱真の断面は、ゼンマイの厚さに等しい、またはほぼ等しいピッチのらせんの包絡線の形
状を有するものであることもできる。第２の部位の長さは、香箱真に巻き付けられたまる
１周分の長さに相当するものであることができる。補完的または代替的には、溝は、少な
くとも局所的にはゼンマイの厚さ以上の深さを、さらには溝の範囲全体にわたってゼンマ
イの厚さ以上の深さを、さらにはゼンマイの厚さに等しいか、またはほぼ等しい深さを有
する。
【００３１】
　溝は香箱真の外周の一部のみに延びるものであることができる。特に、溝は香箱真の中
心軸の周りに１８０°超にわたって延びることができる。溝は、好ましくは香箱真の外周
全体にわたって延びるものであることもできる。この２つのいずれの場合にあっても、溝
底の半径は変化するものであることができ、すなわち、溝底の１点における溝底の半径は
外周上のその点の位置によって異なる値を取ることができる。
【００３２】
　香箱真は、溝の中、とりわけ溝の底にゼンマイの第２の掛止要素１３ａを備えており、
その第２の掛止要素はゼンマイに設けられた第１の掛止要素５１と協働するようにされて
いる。
【００３３】
　第２の掛止要素は、図１から図３の場合、ゼンマイの台形の形状部５１ａ、５１ｂと協
働するようにした縁部１３ｂおよび１３ｃを有する窪み形状部を備える。実際、縁部１３



(7) JP 6219925 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

ｂおよび１３ｃは縁５１ａおよび５１ｂに接する。さらに、台形の形状により、また縁部
１３ｂおよび１３ｃの角度によっては、ゼンマイの端部が香箱真にはまり込むようにする
こともできる。台形形状１３ａおよび５１は外周沿いの方向に向けられることが好ましい
。
【００３４】
　ゼンマイの第２の部位５２は非作用部分、すなわちゼンマイによって生じるトルクには
全く、またはごくわずかしか寄与しない部分、すなわち機械的曲げ応力を受けない、また
はほとんど受けない部分であることが好ましい。
【００３５】
　そこで、溝は、香箱胴を止めることができる肩部１２の外径に満たない直径、および／
または香箱蓋を止めることができる肩部１４の外径に満たない直径をその底に有すること
が好ましい。
【００３６】
　溝１３のそれぞれの側には、巻き重ねられるゼンマイの第１の部位（５０）の周を受け
るように部位１６および１７（すなわちゼンマイ真）が設けられる。
【００３７】
　第１の掛止要素および第２の掛止要素は、ゼンマイ真を最大限小径化することができる
ように設計された。これにより、香箱の外形寸法を大きくしたり、歯車比を変えたりする
ことなしに、ゼンマイの展開回転数を、したがって香箱の動力残量を効率的に増やすこと
ができる。そこで、この小径化は、ゼンマイの第２の高さｈに匹敵する高さを有すること
が有利な喉部すなわち溝を香箱真に設けて、香箱胴および香箱蓋の保持に必要な肩部の直
径に満たない直径の逃げ（ｄｅｇａｇｅｍｅｎｔ）をもたらすことによって行う。ゼンマ
イの内端は、最初の１周の長さとほぼ同等の長さにわたって帯の高さが低めになるように
切り取られて、巻き回数が、したがって動力残量が増えるようにする。
【００３８】
　ゼンマイ真の直径を小さくするため、香箱真の内側に喉部または溝が機械加工され、そ
こには掛止部分、とりわけメス部分として働く逃げが備えられる。そのため、ゼンマイの
内端の形状は、薄板の他の部分よりも高さが低く、それによって最初の１巻きが溝の中に
はまり込むことができるようにする「足状部」であって、オス形の役割を果たすありほぞ
形の終端部を備える「足状部」を切り取ることによって適合されなければならない。この
内端に対して行うハンマリング、またはその他の適当な技法により、最初の１回りは、香
箱真内に機械加工された溝よりも内径が小さくなるようにした内端くせつけ部を作り上げ
る。それにより、香箱真に対する帯の締着による掛止をスムーズに行うことができる。ゼ
ンマイは、１回りにわたって、図示した具体例では第１の部位の高さの１．４６ｍｍに対
して０．９ｍｍに切り詰めた高さにわたってくせつけされる。この内端くせつけ部は、香
箱真内部に機械加工された溝であって、ゼンマイのありほぞ形５１、５１ａ、５１ｂを掛
止するための逃げ１３ａを備える溝に当接される。回すことで、香箱真に対するゼンマイ
の回転は逃げおよびその逃げ角によって阻止される。最初の１回り以降のゼンマイの部位
は作用部位となり、その高さは１．４６ｍｍとなる。
【００３９】
　この解決法は第一に、ゼンマイ真を大幅に小径化することができる。レディースサイズ
（ムーブメント径２０ｍｍ前後）の標準型香箱軸の場合、ゼンマイ真の直径は１．８５ｍ
ｍから１．３９ｍｍとなり、すなわち２５％の減少となる。
【００４０】
　こうしたゼンマイ真の小径化は、香箱の性能を、とりわけ持続時間または動力残量を増
大させることができる。実際、ゼンマイの長さが同じであれば、ゼンマイ真の直径が小さ
ければ小さいほど、薄板を巻いて得ることができる回転数は多くなる。ゼンマイが巻上げ
状態のときに所与の長さで香箱真上に形成される周回数が多ければ多いほど、持続時間は
長くなる。実際、ゼンマイ真の小径化が回転数の増大に及ぼす効果はおおむね二次関数的
なものとなる。
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【００４１】
　さらに、フックまたはキャッチをなくすことや、直径が変化するゼンマイ真から、旋盤
で機械加工することができる回転体の喉部に変えることにより、香箱軸の製造は容易とな
る。端部の掛止のための逃げの機械加工は、山形フライス（またはあり溝フライス）にか
けることによって簡単に行うことができる。香箱蓋および香箱胴の径方向および長手方向
の支承は従来と同じように香箱真に対して行うことができ、時計ムーブメントにおける香
箱の組立ても従来どおりである。より詳細には、香箱胴および香箱蓋の長手方向のアガキ
は香箱真の肩部１２および１４によって画定され、エボーシュに対する香箱の長手方向の
アガキも肩部によって果たされるが、この場合の肩部は肩部１２および１４に隣接する肩
部である。
【００４２】
　掛止要素はまた、香箱真にゼンマイを組み立てる場合に明白な利点を有する。組立て前
のゼンマイの内端１巻きの曲率半径は常にゼンマイ真の半径未満であり、それによってゼ
ンマイの香箱真に対する確実な当接および締着と適切な固定が保証される。従来型の構造
では、支え面を越えるためにゼンマイの内端をまず一度開いてゼンマイをゼンマイ真の上
に持っていかなければならない。次いで、ゼンマイをもう一度開いて香箱真からゼンマイ
を引き離し、下方にずらしながらキャッチに上から通すことができるようにしなければな
らない。また、ゼンマイの薄板の垂直方向の案内がないため、香箱真にゼンマイが正しく
掛止されるように、内端くせつけ部をキャッチに対して正確に位置決めする必要もある。
【００４３】
　本発明によるゼンマイおよび香箱真の場合、ゼンマイ真の支え面を通すためにゼンマイ
を広げ、それからゼンマイを下方にずらすだけでよい。垂直方向の位置決めは、高さを切
り詰めた部位を溝１３に差し込むことによって果たされる。掛止を行うには、香箱真をゼ
ンマイの駆動方向（巻上げ、巻増し）に回転させ、ありほぞ形の端部が専用に設けた逃げ
１３ａに対して、香箱真の掛止部に対するゼンマイ端部の当初の向きにかかわらず、信頼
性と再現性のある形で位置決めされ、掛止されるようにする。そのため、香箱真に対する
ゼンマイの組立ては大いに容易となる。そのため、ありほぞタイプの固定は、ゼンマイに
形成された内端の１周または１巻きを軽く開いて支え面１２または１４を通し、次いで香
箱真を回転させてゼンマイの台形部位を香箱真の対応部分にカチッとはめる以外の操作を
加えることなく、くせつけを行ったゼンマイを正しく位置決めすることができる。
【００４４】
　本発明による香箱真の第２の実施形態および本発明によるゼンマイの第２の実施形態に
ついて、図４および図５を参照しながら以下に説明する。
【００４５】
　この第２の実施形態の図解では、第１の実施形態と同一もしくは類似の要素または同じ
機能を有する要素には１００を加えた符号を付けてある。そのため、たとえば、第１の実
施形態の香箱真および第１の実施形態のゼンマイには「１」および「２」の符号が与えら
れているのに対して、第２の実施形態の香箱真および第２の実施形態のゼンマイには「１
０１」および「１０２」の符号が与えられている。
【００４６】
　第２の実施形態は、第１の掛止要素１５１および第２の掛止要素の実施においてのみ第
１の実施形態と異なっており、第１の掛止要素と第２の掛止要素は互いに協働するように
されている。
【００４７】
　第２の実施形態では、キャッチまたはフック１１３ａは溝１１３の底で香箱真に造形さ
れる。こうしたキャッチまたはフックの造形は比較的複雑な作業である。
【００４８】
　キャッチまたはフックは、ゼンマイの端部１０５に設けられたハトメまたは開口部１５
１と協働する。開口部はたとえばほぼ矩形の形状をなす。キャッチまたはフックは、ハト
メに差し込まれるように形作られる。
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【００４９】
　香箱真はその上端において石の中を回動する。図４に示すように、香箱胴１０３ａは部
位１１１および支え面１１２のレベルで香箱真に対して回動し、一方、香箱蓋１０３ｂは
部位１１５および支え面１１４に対して同様に振る舞う。
【００５０】
　本発明による香箱真の第３の実施形態および本発明によるゼンマイの第３の実施形態に
ついて、図６および図７を参照しながら以下に説明する。
【００５１】
　この第３の実施形態の図解では、第１の実施形態と同一もしくは類似の要素または同じ
機能を有する要素には２００を加えた符号を付けてある。そのため、たとえば、第１の実
施形態の香箱真および第１の実施形態のゼンマイに「１」および「２」の符号が与えられ
ているのに対して、第３の実施形態の香箱真および第３の実施形態のゼンマイには「２０
１」および「２０２」の符号が与えられている。
【００５２】
　第３の実施形態は、第１の掛止要素２５１および第２の掛止要素２１３ａの実施におい
てのみ第１の実施形態と異なっており、第１の掛止要素と第２の掛止要素は互いに協働す
るようにされている。
【００５３】
　第３の実施形態では、溝２１３の底で香箱真に穴などの切除部２１３ａを設ける。この
切除部はたとえば香箱真の中心軸に対して垂直に設ける。
【００５４】
　切除部は、ゼンマイの端部２０５に固定したピン２５１と協働する。ピンはゼンマイに
対して特にリベット留めすることができる。
【００５５】
　この解決法は追加要素を必要とするものの、香箱真の製作を簡易なものとすることがで
きる。
【００５６】
　本発明による香箱真の第４の実施形態および本発明によるゼンマイの第４の実施形態に
ついて、図８および図９を参照しながら以下に説明する。
【００５７】
　この第４の実施形態の図解では、第１の実施形態と同一もしくは類似の要素または同じ
機能を有する要素には３００を加えた符号を付けてある。そのため、たとえば、第１の実
施形態の香箱真および第１の実施形態のゼンマイに「１」および「２」の符号が与えられ
ているのに対して、第４の実施形態の香箱真および第４の実施形態のゼンマイには「３０
１」および「３０２」の符号が与えられている。
【００５８】
　第４の実施形態は、第１の掛止要素３５１および第２の掛止要素３１３ａの実施におい
てのみ第１の実施形態と異なっており、第１の掛止要素と第２の掛止要素は互いに協働す
るようにされている。
【００５９】
　第４の実施形態では、溝３１３の底で香箱真に径方向スリットなどのスリット３１３ａ
を設ける。
【００６０】
　スリットは、ゼンマイの端部３０５に設けられた折曲げ部３５１と協働する。
【００６１】
　そのため、それぞれの実施形態では、第２の掛止要素はフックなどの突起、または溝の
特殊な形状部、または溝の中の空所を備え、第１の掛止要素は、ゼンマイの内端の開口部
もしくは特殊な形状、またはピン、特にリベット留めしたピンを備える。
【００６２】
　それぞれの実施形態では、ゼンマイの内端は、香箱軸に取り付けたときに巻きが変形す
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【００６３】
　それぞれの実施形態では、ゼンマイは、クリップ留め、折返し留めにより、またはキャ
ッチによる従来からの方法で香箱真に固定することができる。
【００６４】
　好ましくは、掛止は、ゼンマイ薄板の内端に切り出された足状部（オス形）であって、
香箱真の中に機械加工したそれに対応するメス形によって受け止められるオス形を介して
行われる。こうしたシステムは、標準型の解決法と比べて固定のためのオス、メスそれぞ
れの部分が反転している。すなわち、オス部分が香箱真からゼンマイの方に移されている
。
【００６５】
　本発明によるゼンマイはとりわけ、特許文献５に記載されているアモルファス合金など
のような機械的強度の高い材料で製作することができる。しかし、コバルト主体の超合金
（Ｎｉｖａｆｌｅｘ、その他）や、窒素含有量の多い合金（特許文献６に記載されている
ようなＣｒＭｎＮ合金）などのような従来の高性能合金を使用することもできる。ただし
、ゼンマイ真の直径の大きさを決めるに当たっては、当該の素材それぞれの状態に固有の
塑性変形の特徴を考慮する必要があろう。そのため、本発明によってもたらされる利得は
選択する素材（多結晶質素材の場合には、その冷間加工の状態）によって多少なりとも制
限を受ける可能性がある。そのため、本発明による香箱で認められる性能の改善は、Ｎｉ
ｖａｆｌｅｘのタイプのゼンマイよりも、特許文献５または特許文献６に記載されている
ようなゼンマイを用いたときに、おそらく一段と顕著となろう。
【００６６】
　さらに、ゼンマイに使用する合金に応じて、ゼンマイの内端の足状部５２が香箱真に対
して１回転超回転するように喉部直径を小さくすることも可能である。その場合には、香
箱真に対する最初の１回転分のみが非作用部位であり、香箱真の喉部に入り込むことがで
きる高さを切り詰めた一部分もゼンマイの作用部位に含まれる。
【００６７】
　そこで、上述のそれぞれの実施形態に特に適用することができる変形形態では、図１０
に示すように、香箱真４０１に複数の溝、特に２つの溝を設けることができる。そのため
、それらの溝にゼンマイの１巻き以上、特にゼンマイの２巻きを収容することが可能であ
る。その場合、それらの溝に収容されるようにしたゼンマイは１巻きずつ異なる高さを有
する。巻きの高さは、ゼンマイの内端に近づくにつれて次第に低くなることができる。そ
のため、直径１６、１１６、２１６または３１６によって画定される径方向の外形の中に
１巻き、好ましくは１巻き超を収容することが可能である。
【００６８】
　つまり、香箱真は、その中にゼンマイまる１巻き（または１回転）超を収容することが
できる溝４１３を有することができる。そのため、ゼンマイの１巻き以上を、直径１６、
１１６、２１６または３１６によって画定される径方向の外形からはみ出させることなく
、溝の中に収容することができる。有利には、溝は段付きであることができる。その段付
き溝の場合は、高さの異なる複数の溝を、溝の底にさらに別の溝が設けられる形で形成さ
れた溝として見ることができる。この段付き溝の場合、ゼンマイの１巻き超の範囲を、直
径１６、１１６、２１６または３１６によって画定される径方向の外形からはみ出させる
ことなく、溝の中に収容することができる。この場合、溝の深さｐはゼンマイの厚さを上
回る。
【００６９】
　第１の実施形態による香箱を標準型香箱と比較した。その結果を下表に記す。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　本発明によるゼンマイおよび／または香箱真および／または香箱は、アモルファス合金
が持つ卓越した機械的性質を利用するのに特に適している。実際、本発明による香箱では
、特許文献５に記載されているようなアモルファス合金製のゼンマイで展開回転数で２回
転の利得を得ることができる。本発明による香箱とアモルファス合金とを組み合わせるこ
とにより、上の例では、香箱の外形寸法は同じまま、持続時間で４０％の利得を引き出す
ことができる。この試験では、ゼンマイはすべて同じ薄板長、同じフランジで製作された
。しかし、フランジ、内端くせつけ部の形状、薄板長など、他の要因は重要であり、薄板
長やフランジの特徴のようなパラメータを変更することによってシステムを最適化するこ
ともできよう。
【００７２】
　上に記したそれぞれの実施形態および変形形態では、第１の掛止要素の最大高さｈ’は
有利には第１の部位の高さＨ未満であることができる。第１の掛止要素の最大高さｈ’は
有利には、ゼンマイの第１の部位が押し付けられる部分を画定する香箱真の支え面１２お
よび１４の間の距離に満たないものであることもできる。さらに、第１の掛止要素の最大
高さｈ’は有利にはゼンマイの第２の部位の高さｈを上回り、有利には香箱真の溝１３の
高さを上回るものであることができる。最初の１回転における端部を含めたゼンマイの高
さもまた有利にはゼンマイの外側部分での高さ未満である（つまり、ｍａｘ（ｈ’，ｈ）
＜Ｈ、ただし、ｍａｘ（ａ，ｂ）は２つのパラメータａ、ｂのいずれか大きい方の値を言
う）ことができる。これらの異なる特徴は、それぞれを個別に取り上げる場合でも、組み
合わせた形で取り上げる場合でも、蓋および胴を備えた香箱の構造内でゼンマイが利用で
きる高さを最大化することを可能にするものである。
【００７３】
　上に記したそれぞれの実施形態および変形形態では、溝の深さｐは好ましくはゼンマイ
の厚さに等しいか、またはほぼ等しい。溝の深さはゼンマイの厚さを上回ることができる
。
【００７４】
　第１の実施形態で説明したようなありほぞ形の第１の掛止要素の場合、第１の掛止要素
は台形の部分またはほぼ台形の部分を備える。この台形部分は、ゼンマイの内端から離れ
るにつれて低くなる高さを有することができる。たとえば、台形部分はこの方向には最大
高さｈ’から高さｈに変化する高さを有することができる。したがって、ゼンマイはＨ＞
ｈ’＞ｈの条件を満たすようなものである。
【００７５】
　この第１の掛止要素の形状は、香箱真をゼンマイに対して回転させるだけでゼンマイが
溝に固定されるようにすることができるものである。ゼンマイを受けるようにした溝は、
第１の掛止要素に対して相補的な、またはほぼ相補的な窪所、形状部または空所を第２の
掛止要素として備える。
【００７６】
　上に記したそれぞれの実施形態および変形形態では、第２の高さｈは第２の部位に沿っ
て変化することができる。
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